
資料１－１ 

地方独立行政法人制度の概要 

 
１ 目的等 

○地方独立行政法人制度は、地方公共団体が、一定の業務について、地方公共団

体とは別の法人格を有する団体を設立し、自律的かつ弾力的な業務運営を可能

にするとともに、その業務の実績について、第三者委員会が適切に事後評価を

行うことにより、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的とする。 
○「地方独立行政法人」とは、公共上の見地からその地域において確実に実施さ

れることが必要な事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要は

ないものの、民間の主体にゆだねては確実な実施が確保できないおそれがある

ものを効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人 
  
２ 対象業務 

① 試験研究 
② 大学の設置・管理 （＝公立大学法人） 
③ 公営企業相当事業の経営 
④ 社会福祉事業の経営 
⑤ その他の公共的な施設で政令で定めるものの設置・管理 

 
３ 設立手続 

・県が議会の議決を経て定款を定め、総務大臣が認可。 
 
４ 財産的基礎 

・出資者は、地方公共団体に限る。 
 
５ 役職員 

・理事長及び監事は、知事が任命・解任。 
・その他の役員及び職員は、理事長が任命・解任。 

 
６ 目標による管理と評価の仕組み 

・国の独立行政法人と同様に、［目標→計画→評価→業務運営への反映］という

流れを義務づけ。 
・中期目標（３～５年）は、知事が議会の議決を経て定める。 
・中期計画（ 〃  ）は、法人が作成し、知事が認可。 
・年度計画は、法人が作成し、知事に届出。 
・中期目標期間に係る事業報告書は、法人が作成し、知事に提出。 
・各年度及び中期目標期間の事業実績の評価は、評価委員会が行い、 

いずれも公表

結果を法人及び知事に通知。 
・知事は、各年度の評価結果及び中期目標に係る事業報告書・評価結果を議会に

報告。 
・知事は、中期目標期間終了時に、法人の組織・業務全般にわたり見直し。 



 
７ 財務及び会計 

・法人の会計は、原則として企業会計原則による。 
・財務諸表等は、毎事業年度、法人が作成し、知事が承認。 

 ・毎事業年度の剰余金は、中期計画で定めた使途に充てることが可能。 
 
８ 財源措置等 

・法人の業務運営に必要な金額を、運営交付金として県から交付。 
・県からの長期借入金を除き、長期借入及び債権発行をすることはできない。 
・法人が徴収する料金は、その上限について知事が議会の議決を経て行う認可が

必要。 
・重要な財産の処分等は、知事が議会の議決を経て行う認可が必要。 

 
９ 公立大学法人に係る特例規定 

 ・設立には、総務大臣及び文部科学大臣の認可が必要。 
・中期目標の期間は、６年間とする。 
・中期目標設定に当たり、知事は、あらかじめ法人の意見を聴取し、当該意見に

配慮する。 
・中期目標に係る評価を行うに当たり、評価委員会は、大学の認証評価機関の評

価を踏まえる。 
・理事長は、原則学長を兼ねる。（定款で定めるところにより、学長と理事長を

別に任命することが可能。） 
・学長となる理事長の任命については、大学の意向を尊重する。 
・経営に関する重要事項を審議する機関〔経営審議機関〕、教育研究に関する重

要事項を審議する機関〔教育研究審議機関〕を設置。 
 
１０ その他 

・知事及び認可権者（総務大臣等）は、法人に対する報告徴収権、立入検査権、

違法行為等の是正命令権を行使できる。 
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青森県地方独立行政法人評価委員会について 

 
１．評価委員会の位置付け 

 
 
 
 

○知事の附属機関として設置〔法 11 条〕※組織等必要事項については条例で規定 
○地方独立行政法人の業務実績の評価、知事の認可・承認事項に対する意見の提示

など、制度上重要な役割を担う。 

２．評価委員会の組織等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○組織等 
・委員 5 人以内で構成 
・委員は、学識経験を有する者から知事が任命 
・委員の任期は 2 年（再任可） 
・専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置く。 

○委員長 
・委員の互選により選出 
・会議を招集し、議長となる。 

○議事 
・開会は、委員等（議事に関係のある専門委員を含む）の半数以上の出席が必要  
・議事は、出席した委員等の過半数（可否同数の場合は議長裁決）で決定 

３．評価委員会の業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ⅲ 知事に対する意見の申し出 
■ 役員の報酬等の支給基準に関する意見     〔法 56 条 1 項〕 

Ⅱ 知事の事前意見聴取に対する意見の提示 
■ 業務方法書の認可に関する意見        〔法 22 条 3 項〕 
■ 中期目標の作成・変更に関する意見      〔法 25 条 3 項〕 
■ 中期計画の認可に関する意見         〔法 26 条 3 項〕 
■ 組織及び業務の全般にわたる検討に関する意見 〔法 31 条 2 項〕 
■ 財務諸表の承認に関する意見         〔法 34 条 3 項〕 
■ 利益の特例処理に係る承認に関する意見    〔法 40 条 5 項〕 
■ 短期借入金の特例処理に係る認可に関する意見 〔法 41 条 4 項〕 
■ 重要な財産の処分等に係る認可に関する意見  〔法 44 条 2 項〕 

Ⅰ 地方独立行政法人の業務実績の評価等 
■ 各事業年度に係る業務の実績に関する評価   〔法 28 条〕 
■ 中期目標に係る業務の実績に関する評価    〔法 30 条〕 



４．平成２３年度及び平成２４年度の審議スケジュール（予定） 

委員会 時 期 内容 
平成２３年度 
第４回委員会 

 1 月中旬 
 

委嘱状交付、委員長選出 
・委員紹介、法人の説明等 

平成２４年度 
専門委員会議 

６月中旬 ●平成２３年度業務実績報告書に対する助言 
 ※専門委員（試験研究機関） 

第１回委員会  ７月下旬 ●平成２３年度業務実績法人ヒアリング 
・委員による質問。意見、論点整理等 
・評価意見の提出（委員→事務局） 

第２回委員会  ７月下旬 ○平成２３年度業務実績法人ヒアリング 
・委員による質問。意見、論点整理等 
・評価意見の提出（委員→事務局） 

第３回委員会  ８月中下旬 
 

●○平成２３年度財務諸表、利益処分の承認 
・委員会意見の決定 
●○平成２３年度業務実績評価 
・委員による修正意見の集約 

  ８月末 ●○平成２３年度業務実績評価の決定 
●青森県産業技術センター ○青森県立保健大学  


